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第４章 

１ 法令関係 

（１） 児童福祉法（抜粋） 

        [昭和２２年１２月１２日 法律第１６４号] [最終改正]平成２５年６月１４日法律第４４号 

 

第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。 

② すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 

 

第二条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 

 

第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関す

る法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。 

 

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 

一 乳児 満一歳に満たない者 

二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 

三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 

 

第六条 この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 

 

第六条の三 この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援

助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、

第二十七条第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものを

いう。以下同じ。)につき第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び

生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施

を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。 

④ この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内における原則とし

てすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報

の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、

助言その他の援助を行う事業をいう。 

⑤ この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施そ

の他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に

該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認めら

れる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊

婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該

要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。 

⑧ この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労

働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児

童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第

一項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。 

 

第六条の四 この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育すること

を希望する者であつて、養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生

労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として

適当と認めるものをいう。 

② この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを

希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働

省令で定める要件を満たす者であつて、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。 

 

第七条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童

養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家

庭支援センターとする。 

 

第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 
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二 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれ

らに付随する業務を行うこと。 

② 市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談

所の技術的援助及び助言を求めなければならない。 

③ 市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精

神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。 

④ 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事す

る職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。 

 

第十一条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

一 前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提

供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 

二 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。 

イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。 

ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。 

ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の

判定を行うこと。 

ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。 

ホ 児童の一時保護を行うこと。 

ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。 

② 都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めると

きは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 

 

第十二条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。 

② 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び

同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第

二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。 

③ 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行

うことができる。 

④ 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)

の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。 

 

第十二条の六 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。 

一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。 

二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。 

三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこ

と。 

四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。 

② 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必

要な協力を求めることができる。 

 

第十三条 都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。 

③ 児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応

じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。 

④ 児童福祉司は、政令の定めるところにより児童相談所長が定める担当区域により、前項の職務を行い、担当

区域内の市町村長に協力を求めることができる。 

 

第十四条 市町村長は、前条第三項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並び

に必要な援助を求めることができる。 

② 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談

所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。 

 

第十六条 市町村の区域に児童委員を置く。 

② 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 

③ 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 

④ 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。 
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第十七条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 

一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 

二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報

の提供その他の援助及び指導を行うこと。 

三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行

う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。 

四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。 

五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。 

六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。 

② 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童

委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助

及び協力を行う。 

③ 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。 

④ 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。 

 

第十八条 市町村長は、前条第一項又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の

提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 

② 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する

児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。 

③ 児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を

経由するものとする。 

④ 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。 

 

第二十一条の九 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、

子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事

業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施される

よう、必要な措置の実施に努めなければならない。 

一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業 

二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業 

三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行

う事業 

 

第二十一条の十の二 市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業

を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く。)を把握したときは、

当該要支援児童等に対し、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。 

② 市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条、第十一条第一項若しくは第二項(同法第十九条

第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第十九条第一項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪

問事業を行うことができる。 

④ 前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務に従事する者又は従事してい

た者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

第二十一条の十の三 市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の実施に当たつては、母子保健法

に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。 

 

第二十一条の十の四 都道府県知事は、母子保健法に基づく母子保健に関する事業又は事務の実施に際して要支

援児童等と思われる者を把握したときは、これを当該者の現在地の市町村長に通知するものとする。 

 

第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又

は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判

所に通告しなければならない。 

 

第二十五条の二 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定

妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関

係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置

くように努めなければならない。 

② 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関

する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な

情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。 
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③ 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなけ

ればならない。 

④ 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策

調整機関を指定する。 

⑤ 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に

実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支

援訪問事業を行う者その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。 

⑥ 要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の業務に係る事務を適切に行うこと

ができる者として厚生労働省令で定めるものを置くように努めなければならない。 

 

第二十五条の三 協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、

関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

 

第二十五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第二十五条の五 次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な

理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であつた者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者 

三 前二号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあつた者 

 

第二十五条の六 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条の規定による通告を受

けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。 

 

第二十五条の七 市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握す

るものとし、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童

等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

一 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判

定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。 

二 通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条

第六項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。 

三 第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業

の支援を行うこと(以下「児童自立生活援助の実施」という。)が適当であると認める児童は、これをその実施

に係る都道府県知事に報告すること。 

四 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条の二第一項の規定による出頭の求め及

び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は

第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県

知事又は児童相談所長に通知すること。 

② 福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通

告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならな

い。 

一 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判

定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。 

二 次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に

送致すること。 

三 助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事

に報告すること。 

四 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告するこ

と。 

五 児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十

九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第

二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知

すること。 

 

第二十五条の八 都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条の規定による通告又は前条第二項第二号若

しくは次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦につい

て、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

一 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判

定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。 
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二 児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 

 

三 助産の実施、母子保護の実施又は保育の実施(以下「保育の実施等」という。)が適当であると認める者は、

これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。 

四 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告するこ

と。 

五 第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、

又は通知すること。 

 

第二十六条 児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しく

は第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第

一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認

めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

一 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。 

二 児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家

庭支援センター若しくは都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五

条第十六項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七にお

いて「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労

働省令で定めるものに指導を委託すること。 

三 第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致

すること。 

四 保育の実施等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の

長に報告し、又は通知すること。 

五 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告するこ

と。 

六 第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、

又は通知すること。 

七 子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係

る市町村の長に通知すること。 

② 前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号

に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記

載しなければならない。 

 

第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあ

つた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 

二 児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の

設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、

又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を

行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に指導を委託すること。 

三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入

所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。 

四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。 

② 都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定医療

機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に

限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。 

③ 都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあた

つては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。 

④ 第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉

施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は

未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。 

⑤ 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変

更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。 

⑥ 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採る

もの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を

採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更

する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。 
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第二十七条の二 都道府県は、少年法第二十四条第一項又は第二十六条の四第一項の規定により同法第二十四条

第一項第二号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置(保

護者の下から通わせて行うものを除く。)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。 

② 前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三号の児童自立支援施設又は児童養護施

設に入所させる措置とみなす。ただし、同条第四項及び第六項(措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更す

る場合に係る部分を除く。)並びに第二十八条の規定の適用については、この限りでない。 

 

第二十七条の三 都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置

を必要とするときは、第三十三条、第三十三条の二及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、事件

を家庭裁判所に送致しなければならない。 

 

第二十七条の四 第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導(委託に係るも

のに限る。)の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

第二十八条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当

該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未

成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。 

一 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三

号の措置を採ること。 

二 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き

渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当で

あると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。 

② 前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはなら

ない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条に

おいて同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠

り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得

て、当該期間を更新することができる。 

③ 都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情が

あるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措

置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもな

お当該措置を採る必要があると認めるときに限る。 

④ 家庭裁判所は、第一項第一号及び第二号ただし書並びに第二項ただし書の承認(次項において「措置に関する

承認」という。)の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する

指導措置に関し報告及び意見を求め、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を

求めることができる。 

⑤ 家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整

を行うため当該保護者に対し指導措置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し、指導措置

を採るべき旨を都道府県に勧告することができる。 

 

第二十九条 都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児

童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、

必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係

者の請求があつたときは、これを提示させなければならない。 

 

第三十条 

③ 保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置す

る福祉事務所、児童相談所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。 

 

第三十条の二 都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定によ

り委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項、第三十三条の十、第三十三条の十四第二項、第四十四条

の三、第四十五条の二、第四十六条第一項、第四十七条及び第四十八条において同じ。)及び児童福祉施設の長

並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることがで

きる。 

 

第三十三条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置をとるに至るまで、児童に

一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。 

② 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置をとるに至るまで、児童

相談所長をして、児童に一時保護を加えさせ、又は適当な者に、一時保護を加えることを委託させることがで

きる。 
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③ 前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。 

④ 前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項

又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。 

⑤ 前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場

合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保

護を行つた後二月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならな

い。ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の

親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この

限りでない。 

 

第三十三条の二 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、

親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法(明治二十九年法律第八十九

号)第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の

許可を得なければならない。 

② 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教

育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。 

③ 前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。 

④ 第二項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、

その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。 

 

第三十三条の六 都道府県は、その区域内における義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合におい

て、その義務教育終了児童等から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を

除く。次項において同じ。)に委託して、その義務教育終了児童等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、

義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就

業の支援を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなけ

ればならない。 

② 前項に規定する義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、厚生労働省令の定

めるところにより、入居を希望する同項に規定する住居その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を

都道府県に提出しなければならない。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、厚生労働省令の

定めるところにより、当該義務教育終了児童等の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができ

る。 

③ 都道府県は、義務教育終了児童等が特別な事情により当該都道府県の区域外の第一項に規定する住居への入

居を希望するときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。 

④ 都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号又は第二十六条第

一項第五号の規定による報告を受けた児童について、必要があると認めるときは、その児童に対し、児童自立

生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。 

⑤ 都道府県は、義務教育終了児童等の第一項に規定する住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の

確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、

当該事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。 

 

第三十三条の七 児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)の親権者に係る民法第八百

三十四条本文、第八百三十四条の二第一項、第八百三十五条又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権

停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、

児童相談所長も、これを行うことができる。 

 

第三十三条の八 児童相談所長は、親権を行う者のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、家

庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。 

② 児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童等(小規模住居型児童養育事業を行

う者若しくは里親に委託中若しくは児童福祉施設に入所中の児童等又は一時保護中の児童を除く。)に対し、親

権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による

縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。 

 

第三十三条の九 児童等の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由がある

ときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所

長も、これを行うことができる。 
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第三十三条の十 この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくは

その同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設の

長、その職員その他の従業者、指定医療機関の管理者その他の従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保

護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第

二項の委託を受けて児童に一時保護を加える業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託され

た児童、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童(以下「被措置児童等」とい

う。)について行う次に掲げる行為をいう。 

一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。 

三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共

にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著し

く怠ること。 

四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与

える言動を行うこと。 

 

第三十三条の十一 施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をし

てはならない。 

 

第三十三条の十二 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設

置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有す

る都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しく

は市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府

県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。 

② 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童

が、児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合にお

いて、前項の規定による通告をしたときは、同法第六条第一項の規定による通告をすることを要しない。 

③ 被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府

県児童福祉審議会に届け出ることができる。 

④ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの

及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

⑤ 施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 

 

第三十三条の十三 都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議

会又は市町村が前条第一項の規定による通告又は同条第三項の規定による届出を受けた場合においては、当該

通告若しくは届出を受けた都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所の所長、所員その他の職員、都

道府県の行政機関若しくは市町村の職員、都道府県児童福祉審議会の委員若しくは臨時委員又は当該通告を仲

介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該通告又は届出をした者を特定させるものを漏らして

はならない。 

 

第三十三条の十四 都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若し

くは第三項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認

めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実につ

いて確認するための措置を講ずるものとする。 

② 都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養

育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、指定

医療機関、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受

けて一時保護を加える者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該

通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び

当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。 

③ 都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告若しく

は同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合

において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所

長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。 

 

第三十三条の十五 都道府県児童福祉審議会は、第三十三条の十二第一項の規定による通告又は同条第三項の規

定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 

② 都道府県知事は、前条第一項又は第二項に規定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該

被措置児童等の状況その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。 
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③ 都道府県児童福祉審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、都道府

県知事に対し、意見を述べることができる。 

④ 都道府県児童福祉審議会は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員

等その他の関係者に対し、出席説明及び資料の提出を求めることができる。 

 

第三十三条の十六 都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があつた場合に講じ

た措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。 

 

第三十三条の十七 国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防及び早期発

見のための方策並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究

を行うものとする。 

 

第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 

二 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 

三 公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為 

四 満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業

務としてさせる行為 

四の二 児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、

配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為 

四の三 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提

供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項の接待飲食等営業、同条第六項の店舗型性風俗特

殊営業及び同条第九項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為 

五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為 

六 児童に淫いん行をさせる行為 

七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者

に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童

を引き渡す行為 

八 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行

為 

九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為 

② 児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十

一条から第四十三条まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。 

 

第三十四条の二 この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 

 

第三十四条の四 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令

で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行うことが

できる。 

② 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内

に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

③ 国及び都道府県以外の者は、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を廃止し、又は休止しよ

うとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

第三十四条の五 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、障害児通所支援事業等、児

童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、

又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類そ

の他の物件を検査させることができる。 

② 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 

 

第三十四条の六 都道府県知事は、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事

業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その

事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたとき、又は障害児

通所支援事業者が第二十一条の七の規定に違反したときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずる

ことができる。 
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第三十四条の七 障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第

二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第三十三条の六第一項の規定による委託

を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 

 

第三十四条の十 市町村は、第二十一条の十の二第一項の規定により乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事

業を行う場合には、社会福祉法の定めるところにより行うものとする。 

 

第三十七条 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼

児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的と

する施設とする。 

 

第三十八条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき

児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あ

わせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 

 

第四十一条 児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由に

より特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養

護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を

行うことを目的とする施設とする。 

 

第四十三条の二 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者

の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的と

する施設とする。 

 

第四十四条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の

理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必

要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする

施設とする。 

 

第四十四条の二 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭そ

の他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村

の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二

号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める

援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。 

② 児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなけれ

ばならない。 

 

第四十四条の三 第六条の三各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設(指定障害児入所施設及び指定

通所支援に係る児童発達支援センターを除く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又

は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、

これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 

第四十六条の二 児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長(第三十二条第三項の規定により保育所におけ

る保育を行うことの権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限が当該市町村に置かれる教育委

員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は助産の実施若し

くは母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由

がない限り、これを拒んではならない。 

 

第四十七条 児童福祉施設の長は、入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を

行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組

の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。 

② 児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年

後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法

第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許

可を得なければならない。 

③ 児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は

里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び

懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。 
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④ 前項の児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。 

⑤ 第三項の規定による措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、

その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。この場合において、児童福祉

施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親は、速やかに、そのとつた措置について、当該児童等

に係る通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六若しくは第二十七条第一項第三号の措置又は保育

の実施等を行つた都道府県又は市町村の長に報告しなければならない。 

 

第四十八条 児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居に

おいて養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する

保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなければならない。 

 

第四十八条の二 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の

長は、当該施設の所在する地域の住民に対して、その行う児童の保護に支障がない限りにおいて、児童の養育

に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。 

 

第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 

② 第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

③ 第三十四条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

④ 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることがで

きない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 

⑤ 第二項(第三十四条第一項第七号及び第九号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第四条の二

の例に従う。 

 

第六十条の二 第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律第九十八条第一項に規定する不服審査会の委員又は委員であつた者が、正当な理由なしに、職務上

知り得た障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給に係る障害児通所支援を行つた者の業務上の秘密

又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

② 第二十一条の五の六第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

 

第六十一条 児童相談所において、相談、調査及び判定に従事した者が、正当の理由なく、その職務上取り扱つ

たことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

第六十一条の二 第十八条の二十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

② 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 

 

第六十一条の三 第十一条第五項、第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項、第二十一条の十の二第四項、

第二十一条の十二、第二十五条の五又は第二十七条の四の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円

以下の罰金に処する。 

 

第六十一条の四 第四十六条第四項又は第五十九条第五項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反

した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

第六十一条の五 正当の理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に

従事する職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の答弁をし、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、五十万円以下の罰金に処する。 

 

第六十一条の六 正当の理由がないのに、第十八条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告

をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若

しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、

三十万円以下の罰金に処する。 

 

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期

間中に、保育士の名称を使用したもの 

二 第十八条の二十三の規定に違反した者 
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三 正当の理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項

の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

四 正当の理由がないのに、第二十一条の五の二十一第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十

一条の五の二十六第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第

二十四条の三十四第一項又は第二十四条の三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示を

せず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、これらの規定による質問に対して答

弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌

避した者 

五 第三十条第一項に規定する届出を怠つた者 

六 正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項又は第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しく

は提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当

該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 

七 正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定

による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の答弁をした者 

 

第六十二条の二 正当の理由がないのに、第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、

報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかつた者は、三十万円以下

の罰金に処する。ただし、第五十六条の五の五第二項において準用する同法第九十八条第一項に規定する不服

審査会の行う審査の手続における請求人又は第五十六条の五の五第二項において準用する同法第百二条の規定

により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。 

 

第六十二条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関して、第六十条第一項から第三項まで及び第六十二条第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

 

第六十二条の四 第五十九条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十

万円以下の過料に処する。 

 

第六十二条の五 第五十七条の三の三第三項又は第四項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせ

ず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質

問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。 

 

第六十二条の六 都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定

を設けることができる。 

一 第二十四条の四第二項の規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者 

二 正当の理由がないのに、第五十七条の三第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、

若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁を

せず、若しくは虚偽の答弁をした者 

 

第六十二条の七 市町村は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を

設けることができる。 

一 第二十一条の五の八第二項又は第二十一条の五の九第二項の規定による通所受給者証の提出又は返還を求め

られてこれに応じない者 

二 正当の理由がないのに、第五十七条の三第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、

若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対

して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 

三 正当の理由がないのに、第五十七条の三の二第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせ

ず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問

に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避

した者 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 

 

（２） 児童虐待の防止等に関する法律 

 [平成１２年５月２４日 法律第８２号] [最終改正]平成２４年８月２２日法律第６７号 

 

(目的) 

第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与

えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、

児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた

児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、も

って児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

 

(児童虐待の定義) 

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監

護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次

に掲げる行為をいう。 

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号

又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶

者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃で

あって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の

児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

 

(児童に対する虐待の禁止) 

第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 

 

(国及び地方公共団体の責務等) 

第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及

び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項におい

て同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童

が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その

他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等

のために必要な体制の整備に努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健

師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与

することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うこと

ができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児

童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ず

るものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐

待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。 

５ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うと

ともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保

護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その

他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。 

６ 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであっ

て、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。 

７ 何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意し

なければならない。 

 

(児童虐待の早期発見等) 

第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設

の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあ

ることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立

の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。 
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３ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければ

ならない。 

 

(児童虐待に係る通告) 

第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉

事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所

に通告しなければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の規定による通告とみなし

て、同法の規定を適用する。 

３ 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定

による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 

 

第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合に

おいては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職

員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるもの

を漏らしてはならない。 

 

(通告又は送致を受けた場合の措置) 

第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又

は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、

当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる

措置を採るものとする。 

一 児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号の規定により当

該児童を児童相談所に送致すること。 

二 当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第九条第一項の規定による立

入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が

適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知すること。 

２ 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第

一号又は第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学

校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確

認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項の規定による一時保護を行うものと

する。 

３ 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれ

を行うものとする。 

 

(出頭要求等) 

第八条の二 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、

当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要

な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の

請求があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者の出頭を求めようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、同

伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による出頭の求めに応じない場合は、次条第一項の規定によ

る児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問その他の必要な措置を講ず

るものとする。 

 

(立入調査等) 

第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関

する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。

この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させな

ければならない。 

２ 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童

福祉法第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質

問とみなして、同法第六十一条の五の規定を適用する。 
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(再出頭要求等) 

第九条の二 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項

の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避

した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同

伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質

問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があった

ときは、これを提示させなければならない。 

２ 第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。 

 

(臨検、捜索等) 

第九条の三 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が前条第一項の規定

による出頭の求めに応じない場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確

認を行い又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は

居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、

当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事務に従事する職員

をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の許可状(以下「許可状」という。)を請求する場合においては、児童虐待が行われて

いる疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在すると認められる資料

並びに当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したこと及び前

条第一項の規定による出頭の求めに応じなかったことを証する資料を提出しなければならない。 

４ 前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所

又は捜索すべき児童の氏名並びに有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなけ

ればならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を都道府県知事に交付しな

ければならない。 

５ 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第一項の規定による臨検又

は捜索をさせるものとする。 

６ 第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者がその監護する児童に対して行うもので

あるために他人から認知されること及び児童がその被害から自ら逃れることが困難である等の特別の事情から

児童の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにかんがみ特に設けられたものであることを

十分に踏まえた上で、適切に運用されなければならない。 

 

(臨検又は捜索の夜間執行の制限) 

第九条の四 前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、

日没から日の出までの間には、してはならない。 

２ 日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、日没後まで継続す

ることができる。 

 

(許可状の提示) 

第九条の五 第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索の許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなけれ

ばならない。 

 

(身分の証明) 

第九条の六 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検若しくは捜索又は

同条第二項の規定による調査若しくは質問(以下「臨検等」という。)をするときは、その身分を示す証票を携帯

し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 

(臨検又は捜索に際しての必要な処分) 

第九条の七 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに

当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。 

 

(臨検等をする間の出入りの禁止) 

第九条の八 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、許可を受けない

でその場所に出入りすることを禁止することができる。 

 

(責任者等の立会い) 

第九条の九 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をすると

きは、当該児童の住所若しくは居所の所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に

代わるべき者を含む。)又は同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。 
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２ 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者

又はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 

 

(警察署長に対する援助要請等) 

第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合において、これら

の職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し

援助を求めることができる。都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問をさせ、

又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。 

２ 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ

迅速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全を確認し、

又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要

な警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよ

う努めなければならない。 

 

(調書) 

第十条の二 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたと

きは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともに

これに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないと

きは、その旨を付記すれば足りる。 

 

(都道府県知事への報告) 

第十条の三 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等を終えたときは、その結果を都道府県知事に報

告しなければならない。 

 

(行政手続法の適用除外) 

第十条の四 臨検等に係る処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。 

 

(不服申立ての制限) 

第十条の五 臨検等に係る処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをす

ることができない。 

 

(行政事件訴訟の制限) 

第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三十七条の四の規

定による差止めの訴えを提起することができない。 

 

(児童虐待を行った保護者に対する指導等) 

第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導は、

親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に

適切に行われなければならない。 

２ 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合においては、当

該保護者は、同号の指導を受けなければならない。 

３ 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指

導を受けるよう勧告することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合において必要があると認

めるときは、児童福祉法第三十三条第二項の規定により児童相談所長をして児童虐待を受けた児童に一時保護

を加えさせ又は適当な者に一時保護を加えることを委託させ、同法第二十七条第一項第三号又は第二十八条第

一項の規定による措置を採る等の必要な措置を講ずるものとする。 

５ 児童相談所長は、第三項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護する児童に対し親

権を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、適切に、児童福祉法第三十三条

の七の規定による請求を行うものとする。 

 

(面会等の制限等) 

第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」

という。)が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、

児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談所長及び当該児

童について施設入所等の措置が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の

長は、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又

は一部を制限することができる。 
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一 当該児童との面会 

二 当該児童との通信 

２ 前項の施設の長は、同項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を児童相談所長

に通知するものとする。 

３ 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条の規定によるものに限る。)が採られ、

又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童虐待を行

った保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれ

がある等再び児童虐待が行われるおそれがあり、又は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相

談所長は、当該保護者に対し、当該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする。 

 

第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条の規定によるものを除く。

以下この項において同じ。)が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場

合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを

求めること、当該保護者が前条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について当

該施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反し、これを継続することが困難であると認めるときは、

児童相談所長は、次項の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項の規定により当該児童に一時保護を行

うことができる。 

２ 児童相談所長は、前項の一時保護を行った場合には、速やかに、児童福祉法第二十六条第一項第一号の規定

に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならな

い。 

 

第十二条の三 児童相談所長は、児童福祉法第三十三条第一項の規定により児童虐待を受けた児童について一時

保護を行っている場合(前条第一項の一時保護を行っている場合を除く。)において、当該児童について施設入所

等の措置を要すると認めるときであって、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び

児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、

当該保護者が第十二条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について施設入所等

の措置を採ることが当該保護者の意に反すると認めるときは、速やかに、同法第二十六条第一項第一号の規定

に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならな

い。 

 

第十二条の四 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条の規定

によるものに限る。)が採られ、かつ、第十二条第一項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、

同項各号に掲げる行為の全部が制限されている場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保

護のため特に必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、六月を超えない期間を定めて、

当該保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につき

まとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所(通学路その他の当該児

童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。)の付近をはいかいしてはならないことを命

ずることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する場合において、引き続き児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護

のため特に必要があると認めるときは、六月を超えない期間を定めて、同項の規定による命令に係る期間を更

新することができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による命令をしようとするとき(前項の規定により第一項の規定による命令に

係る期間を更新しようとするときを含む。)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続

の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 

４ 第一項の規定による命令をするとき(第二項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を更新するとき

を含む。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。 

５ 第一項の規定による命令が発せられた後に児童福祉法第二十八条の規定による施設入所等の措置が解除され、

停止され、若しくは他の措置に変更された場合又は第十二条第一項の規定による制限の全部又は一部が行われ

なくなった場合は、当該命令は、その効力を失う。同法第二十八条第三項の規定により引き続き施設入所等の

措置が採られている場合において、第一項の規定による命令が発せられたときであって、当該命令に係る期間

が経過する前に同条第二項の規定による当該施設入所等の措置の期間の更新に係る承認の申立てに対する審判

が確定したときも、同様とする。 

６ 都道府県知事は、第一項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったと認めるときは、厚

生労働省令で定めるところにより、その命令を取り消さなければならない。 
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(施設入所等の措置の解除) 

第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者

について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設

入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号の指導を行うこととされた児童福祉

司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待

が行われることを予防するために採られる措置について見込まれる効果その他厚生労働省令で定める事項を勘

案しなければならない。 

 

(児童虐待を受けた児童等に対する支援) 

第十三条の二 市町村は、児童福祉法第二十四条第三項の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、

児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにす

るため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援

のための施策を講じなければならない。 

 

(資料又は情報の提供) 

第十三条の三 地方公共団体の機関は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児

童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係

る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報

について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する

事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供する

ことができる。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護

者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

 

(都道府県児童福祉審議会等への報告) 

第十三条の四 都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし

書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)に、第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質

問、臨検等並びに児童虐待を受けた児童に行われた同法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の

実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他の厚生労働省令で定める事項を報

告しなければならない。 

 

(親権の行使に関する配慮等) 

第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。 

２ 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者で

あることを理由として、その責めを免れることはない。 

 

(親権の喪失の制度の適切な運用) 

第十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受

けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 

 

(大都市等の特例) 

第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二

年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二

条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相

談所設置市においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指

定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定

都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 

 

(罰則) 

第十七条 第十二条の四第一項の規定による命令(同条第二項の規定により同条第一項の規定による命令に係る

期間が更新された場合における当該命令を含む。)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

る。 

 

 

 

 
 
 

 
※「児童虐待に関する法令・指針一覧」は次のアドレスに掲載されています。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/hourei.html 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/hourei.html
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（３） 民法等の一部を改正する法律 

 [明治２９年４月 29 日 法律第８９号] [最終改正]平成２３年６月 3 日法律第７４号 

 

(親権喪失の審判) 

第八百三十五条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家

庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母につい

て、管理権喪失の審判をすることができる。 

 

(親権停止の審判) 

第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、

家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母につ

いて、親権停止の審判をすることができる。 

２ 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心

身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定め

る。 

 

(未成年後見人の選任) 

第八百四十条の二 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規

定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。 

３ 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見

人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無（未成年後見人となる者が法人であると

きは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無）、未成

年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 

 

(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 

第八百五十七条の二 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。 

２ 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを

行使すべきことを定めることができる。 

３ 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単

独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 

４ 家庭裁判所は、職権で、前 2項の規定による定めを取り消すことができる。 

５ 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その 1人に対してすれば足りる。 

 

（監護及び教育の権利義務) 

第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 

 

（懲戒） 

第八百二十二条 親権を行う者は、第 820 条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98
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２ 関係機関一覧 

 

○県庁 

山梨県福祉保健部子育て支援課 400-8501 甲府市丸の内一丁目 6-1 055-223-1457  

山梨県福祉保健部健康増進課 400-8501 甲府市丸の内一丁目 6-1 055-223-1493  

山梨県教育委員会義務教育課 400-8501 甲府市丸の内一丁目 6-1 055-223-1755  

 

○児童相談所 

中央児童相談所 400-0005 甲府市北新一丁目 2-12 055-254-8617  

都留児童相談所 402-0054 都留市田原三丁目 5-24 0554-45-7835  

 

○女性相談所 

女性相談所 400-0005 甲府市北新一丁目 2-12 055-254-8633  

 

○保健福祉事務所 

中北保健福祉事務所 福祉課 400-8543 甲府市太田町 9-1 055-237-1381  

峡東保健福祉事務所 福祉課 405-0003 山梨市下井尻 126-1 0553-20-2750  

峡南保健福祉事務所 福祉課 400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢

771-2 

0556-22-8145  

富士・東部保健福祉事務所 福祉課 403-0005 富士吉田市上吉田一丁目

2-5 

0555-24-9042  

 

○保健所 

中北保健福祉事務所（中北保健所） 400-8543 甲府市太田町 9-1 055-237-1381  

峡東保健福祉事務所 （峡東保健所） 405-0003 山梨市下井尻 126-1 0553-20-2750  

峡南保健福祉事務所（峡南保健所） 400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢

771-2 

0556-22-8145  

富士・東部保健福祉事務所（富士・

東部保健所） 

403-0005 富士吉田市上吉田一丁目

2-5 

0555-24-9032  

 

○教育事務所 

中北教育事務所 407-0024 韮崎市本町四丁目 2-4 0551-23-3006  

峡東教育事務所 404-0045 甲州市塩山上塩後 1239-1 0553-20-2730  

峡南教育事務所 400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢

771-2 

0556-22-8140  

富士・東部教育事務所 402-0054 都留市田原三丁目 3-3 0554-45-7820  
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○助産施設 

山梨県立中央病院 400-8506 甲府市富士見一丁目 1-1 055-253-7111  

市立甲府病院 400-0832 甲府市増坪町 366 055-244-1111  

山梨赤十字病院 401-0301  南都留郡富士河口湖町船

津 6663 番地 1 

0555-72-2222  

 

○乳児院 

山梨立正光生園乳児院 400-0856 甲府市伊勢 2-1-19 055-235-1783  

乳児院ひまわり 400-0123 甲斐市島上条 1441 055-287-8087  

 

○母子生活支援施設 

山梨立正光生園母子寮     

 

○児童養護施設 

明生学園 400-0118 甲斐市竜王 2175 055-276-2228  

山梨立正光生園 400-0856 甲府市伊勢 2-1-19 055-235-1790  

クローバー学園 404-0045 甲州市塩山上塩後 462 0553-33-4541  

くずはの森 409-0623 大月市七保町葛野 2467 0554-22-4806  

めだかの学校ジュニア 400-0016 甲府市武田 1-3-23 055-255-3611  

ハーベスト 403-0004 富士吉田市下吉田 6770-1 0555-21-2131  

児童養護施設あいむ 400-0064 甲府市下飯田 2 丁目 5-5 055-220-1100  

 

○児童自立支援施設 

甲陽学園 400-1505 甲府市中畑 1284 055-266-4003  

 

○子育て電話・相談 

精神保健福祉センター 400-0005 甲府市北新一丁目 2-12 055-254-8644 

～8646 

 

子ども家庭支援センターTERRA 400-0856 甲府市伊勢 3-8-11 055-222-8012  

総合教育センター教育相談部（電話

相談） 

406-0801 笛吹市御坂町成田 1456 055-263-3711  

子育て相談相好窓口「かるがも」 400-0005 甲府市北新一丁目 2-12 055-251-4152 

055-251-4153 

 

安心子育てテレフォン   055-252-0192  

山梨県警察本部 少年サポートセ

ンター ヤングテレホン甲府 

400-8586 甲府市中央一丁目 10-1 055-235-4444  

富士吉田警察署 ヤングテレホン

吉田 

403-0016 富士吉田市松山 911 0555-22-4444  
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３ 市町村における児童家庭相談窓口一覧 

 

郵便番号 住　　　　　　　所 通　　　常 内線 夜　　　間

甲府市 児童育成課・相談支援係 400-8585 甲府市丸の内１－１８－１ 055-237-5917 055-237-1161 055-221-3012

富士吉田市 子育て支援課・子育て支援担当 403-8601 富士吉田市下吉田6丁目1番1号 0555-22-1111
４６５
１６７

080-1160-0313 0555-22-1769

都留市 福祉課・子育て支援担当 402-0051 都留市下谷2516-1 0554-46-5112 0554-46-5119

山梨市 福祉事務所・児童福祉担当 405-8501 山梨市小原西843 0553-20-1212 0553-23-2800

大月市 福祉課・子ども家庭総合支援センター 401-0015 大月市大月町花咲10　大月市総合福祉センター2階 0554-23-1168 0554-22-2111 0554-23-1152

韮崎市 福祉課・子育て支援担当 407-8501 韮崎市水神1-3-1 0551-22-1111
175
179

0551-22-1111 0551-22-8479

南アルプス市 福祉総合相談課・相談支援担当 400-0395 南アルプス市小笠原376 055-282-6049 055-282-1111 055-282-6095

北杜市 子育て支援課・少子化対策担当 408-0188 北杜市須玉町大豆生田961-1 0551-42-1332 1321 0551-42-1111 0551-42-1125

甲斐市 子育て支援課・児童係 400-0192 甲斐市篠原2610 055-278-1692 1898 055-276-2111 055-276-2113

笛吹市 児童課・児童家庭担当 406-0031 笛吹市石和町市部800 055-261-1904 055-261-3330

上野原市 福祉課・子育て支援担当 409-0192 上野原市上野原3832 0554-62-3115
0554-62-3111
（代表番号）

0554-30-2041

甲州市 子育て支援課・児童福祉担当 404-8501 甲州市塩山上於曽1085-1 0553-32-5081 0553-32-3072

中央市 子育て支援課・児童福祉担当 409-3893 中央市成島2266 055-274-8557 055-274-1111 055-274-1125

市川三郷町 いきいき健康課・子育て支援係 409-3244 市川三郷町岩間495 0556-32-2114 055-272-1101 0556-32-2887

早川町 福祉保健課・福祉担当 409-2714 早川町草塩88 0556-45-2363 0556-45-2511 0556-20-5003

身延町 子育て支援課・子育て支援担当 409-3304 身延町切石117-1中富すこやかセンター 0556-20-4580 0556-42-2111 0556-20-4554

南部町 子育て支援課・子育て支援係 409-2398 南部町内船4473-1 0556-64-4830 0556-64-3111 0556-64-3116

富士川町 子育て支援課・児童支援担当 400-0592 富士川町天神中條1134 0556-22-7221 0556-22-1111 0556-22-8666

昭和町 福祉課・児童家庭係 409-3880 昭和町押越542-2 055-275-8784 055-275-2111 055-275-6497

道志村 住民健康課・児童福祉係 402-0209 道志村6181-1 0554-52-2113 0554-52-2111 0554-52-2572

西桂町 福祉保健課・福祉係 403-0021 西桂町下暮地915-7 0555-25-4000 0555-25-3574

忍野村 福祉保健課・生活福祉係 401-0511 忍野村忍草1445-1 0555-84-7795
0555-84-3111
(本庁宿直）

0555-84-1036

山中湖村 いきいき健康課・福祉担当 401-0595 山中湖村山中237-1 0555-62-9976 0555-62-1111 0555-62-9981

鳴沢村 住民課・住民係 401-0398 鳴沢村1575 0555-85-3082 0555-85-2311 0555-85-2461

富士河口湖町 福祉推進課・児童福祉係 401-0392 富士河口湖町船津1700 0555-72-6028 0555-72-1111 0555-72-6027

小菅村 住民課 409-0211 小菅村4698 0428-87-0111 0428-87-0111 0428-87-0933

丹波山村 住民生活課・児童福祉担当 409-0305 丹波山村890 0428-88-0211 0428-88-0207

民生委員　児童委員　　主任児童委員 各市町村にお問い合わせ下さい。

電　　話　　番　　号
ＦＡＸ番号市町村名 担　　　　当

所　　在　　地

平成２６年１０月１日現在


